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第７４４号２０２３年１０月１０日(火曜日) し ん じ ゅ く

（１）

●ご相談ください●
税金・法律・経営・

不払い・融資・労働

・コロナ・生活
まずは支部へ電話でご連

絡ください。
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し ん じ ゅ く２０２３年１０月１０日(火曜日) 第７４４号
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ご入学おめでとうございます！ 
 所定の申請書にお子様の保険証の写しを

添付してご提出ください。 

申請期限は１年間(年度末まで)です。 

 

組合事務所閉所について 
下記日程で、事務所を閉めさせていただきます。 

・10月 17日(火)午後 会館移転準備の片付け 

・11月 2日(木)午後 書記局会議 

※ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協

力下さいます様何卒よろしくお願い致します。 

 

一人で 100筆集める“チャレンジャー”登録

土建国保と仲間の健康を守る運動の強化 
①財務省宛予算要求はがきにご協力下さい。 

1人はがき4枚1シートを目標にとりくみます。 

10月～11月で財務省あてに取り組みます。財

務省宛はがきの締め切りは 11月 20日（月）まで

に、新宿支部必着でお願いします。 

②健康診査を受けましょう。※東京土建国保 HP

年度内 1回ご家族もみなさん漏れなくご受診を 

 

10月～各種法改正による対応が必要です 
インボイス制度実施開始 

法的強制力はなく、あくまで任意です。ですが、

消費税の免税業者にも、課税業者にも、重大な選

択を迫られます。さらに、消費税負担を売り手、

買い手、消費者の誰かに押し付け合う増税策で

す。「しんじゅく」特集ページをご覧ください。 

建築物石綿含有調査者資格者に限定（工事の事

前調査） 

9月までは事前調査や報告の義務（アスベスト

の有無に関わらず 80㎡以上の解体や 100万円以

上の改修工事）調査は誰でも可能でしたが、10

月 1日からは国の認可を受けた講習機関で「一般

建築物石綿含有調査者」資格者しか調査できなく

なります。幅広い職種で必要となるので、組合の

定期的に開催中の講習会をぜひご活用ください。 

足場等組立て・変更時の「点検実施者」の指名・

保存義務化 

あらかじめ点検者を指名すること、点検結果の

記録・保存が義務付けられています。 

「しんじゅく」特集ページをご覧ください。 

最低賃金改定 東京都は 1,072円⇒1,113 円 

10月～時給制以外に月給者の場合も注意が必

要です。都内事業所で月平均所定労働時間が 160

時間の場合 178,080円を、170時間の場合 189,210

円を下回る事はできませんのでご注意ください。 

東京都の子ども・子育て支援 018サポート開始 

都内在住 0～18才対象 月 5千円年最大 6万円 

 

 

8 月はお休みです 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群会議の話題 
無料法律相談会 

申込みは組合まで℡０３（３３６２）２１６１ 

10 月 19 日（木） ／ 11 月 20 日（月） 

時間は 13：30～16：00（一コマ 30 分） 

時間は 13：30～16：00（一コマ 30 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３話でご予約下さい。 

No410 号（2023 年 10 月 10 日）  東京土建新宿支部 

【厚生年金算定基礎届受付】  
事務委託の無い事業所は、算定基礎届（提出

後収受印あり）または、後日届く決定通知書を、

支部へ FAX（03-3362-2289）をお送り下さい。 

東京土建国保＋厚生年金は社会保険扱い

として厚労省・国交省ともに公認です 
常用外注状態の組合員がその会社に社員化さ

れて社会保険適用となる場合も、今まで加入して

きた東京土建国保を脱退せずに、土建国保＋厚生

年金のセットで社会保険扱いとして適用するこ

とができます。法人企業では多くの組合員がこの

形で適用し、ゼネコン現場でも認知が広がってい

ます。お気軽に、事前に、組合へご相談ください。 

仲間を増やす「秋の拡大月間」スタート 

組合加入対象者の方をご紹介ください 
組合の仲間を増やす大運動、秋の拡大月間がい

よいよ終盤です。9～10月に 68人の仲間を増や

すことを目標に取り組んでいます。インボイスや

働き方改革・アスベスト等の相談対応、10月 27

日（金）「ハラスメント特にカスタマーハラスメ

ント」セミナーなど新宿支部の様々な取り組みを

知ってもらい、より多くの声掛けで活動を盛り上

げていきましょう。また、分会・群の仲間のつな

がりを深める組織強化月間としましょう。 

後継者対策部 3支部合同ボウリング大会 
[日時]10月 21日(土)19：30～☆終了後懇親会 

[場所]高田馬場 BIGボックス⇒居酒屋黒帯 

[参加費]2000円（ボウリング＆懇親会） 

豊島支部・文京支部合同開催で、後継者世代

の様々な職種の人達とのつながりづくりに！ 

「カスタマー(顧客)ハラスメント」セミ

ナー(WEB併用)＆懇親会(名刺交換会) 
［日時］10月 27日(金)19：00～ ☆参加費無料 

［場所］けんせつプラザ東京(土建本部)5階 

［講師］高田聡史 社会保険労務士(ZOOM併用) 

(7)



は要望の多い講習です

群会議の話題版

申込・問合せ先 新宿支部 電話03-3362-2161

受講料 受講資格／対象 内　　　容

  ① １１/ １１～１２（土日）
　　①西多摩支部会館（羽村市）（青梅線小作駅近く）

  ② 2024 １/ ３０～３１（火水）
　　②技術研修センター（池袋）

10 　次回２０２４年２月予定 18歳以上

①１１/１５～１６（水木）技術研修ｾﾝﾀｰ ③2024 １/２３～２４(火水)技術研修ｾﾝﾀｰ

②１２/１９～２０（火水）技術研修ｾﾝﾀｰ

① １１ / ５（日） 板橋支部会館 ④ １２ / １３（水） 技術研修センター

② １１ / ２６（日） 府中国立支部会館 ⑤2024 １/１６(火) 技術研修センター

③ １１ / ２８（火） 技術研修センター

57
18歳以
上

① １０ / ２２（日） 渋谷支部会館 ④ １１ / １２（日） 葛飾支部会館

② １０ / ２９（日） 板橋支部会館 ⑤ １１ / １９（日） 北支部会館

③ １１ / ６（月） 技術研修センター ⑥ １１ / ２６（日） 豊島支部会館

27 18歳以上

28 18歳以上

　１１ / １６～１８（木金土）

　次回２０２４年２月予定

51

52 18歳以上

新規

更新

建築士講習（NPO東京土建ATEC）　

低圧電気・巻上機
セットコース

整地等＋
解体ｾｯﾄ

玉 掛

解体用

26

12

小型車両系
建設機械
特別教育
（3t未満）

小型移動式クレーン

ガス溶接 技能講習

アーク溶接 特別教育

ロープ高所作業

　１１ / ８（水） 技術研修センター（池袋）

　１１ / ８（水） 技術研修センター（池袋）

石綿特別教育

石綿・電動工具
セットコース

  2024 １ / ２６～２７（金土）多摩職業能力開発センター(立川市)

16

23 熱中症

自由研削砥石21

11

22

56

25 電動工具安全取扱

セットコース

  １２ / １０（日）西多摩支部会館（羽村市）（青梅線小作駅近く）

整地等用

　１１ / ７（火） 技術研修センター（池袋）

丸のこ・熱中症
セットコース

丸のこ

※ﾘﾌｫｰﾑｾﾝﾀｰへの登録
料込み

整地等用と解体用を同時に取得できる、セット割引コース   １２ / ８～１０（金土日） 1日目:技術研修ｾﾝﾀｰ（池袋）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,3日目:西多摩支部会館（羽村市）（青梅線小作駅近く）

  １２ / ８～９（金土） 1日目:技術研修センター(池袋)
　　　　　　　　　　　　　　　　　 2日目:西多摩支部会館（羽村市）（青梅線小作駅近く）

小型整地・運搬・積込・掘削用※特別教育修了後の実務経
験で技能講習（3t以上）が2～3日に短縮受講可

18歳以上

小型車両系（整地用）特別教育修了者 ※修了証添付

職長・安全衛生責任者教育
(RA含)修了者 ※修了証添付

（☆☆☆　組合主催　☆☆☆）

アーク溶接作業は作業前に受講が必要

防水材などに含まれる特定化学物質を扱う作業。2021年4月より「溶接
ヒューム」も特定化学物質に追加され、ア－ク溶接をする作業所でも特定
化学物質主任者を選出することが必要となります。

建築物の解体・改修で石綿が含まれる建材を除去する作
業

動力により駆動される巻上げ機（ウインチ）の運転。仮設電
源で必要な「低圧電気」との、セット割引コース

18歳以上

18歳以上

足場作業主任修了者
※修了証添付

有機溶剤指定物質のほか、塗料・ｼﾝﾅｰに含有のｴﾁﾙﾍﾞﾝ
ｾﾞﾝや塗料剥離剤のｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ等を扱う作業

経験
３年以上

18歳以上

経験
３年以上

掘削面高さが2m以上となる地山掘削と土止め支保工組立
て(腹おこし､切りばり､中間杭火打ち等)作業

20歳以
上が相応
しい

18歳以上

暗渠・マンホール・槽・ピットなどでの作業

足場組立て・解体・変更の作業に必要。脚立足場・可搬式
作業台の連結・ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ等も足場扱いになります

仮設電源の（開閉器）操作する場合は、低圧電気特別教育
が必要です

入職者に対して事業所が行う法定の「雇い入れ時教育」の一部を
実施、「石綿特別教育」「振動工具」の従事者教育も取得できます

3

経験
３年以上

高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体・破壊　１２ / ２～３（土日）  調布支部会館（調布市）

足場
の組立て等

18歳以降の
経験３年以上

　１１ / ２１～２２（火水） 技術研修センター（池袋）

経験
３年以上

2作
業
主
任
者
（

共

済

・

資

格

取

得

祝

金

対

象
）

地山 及び 土止め
の掘削　　　　支保工

酸欠・硫化水素

  １２ / １３～１４（水木）けんせつプラザ東京、もしくは 技術研修センター
　※申請受付期間あり・詳細はご所属の支部へ

　１１ / １４～１６（火水木） 技術研修センター（池袋）

1

有機溶剤

軒の高さが5m以上の木造建築物で、構造部材の組立て、
屋根下地、外壁下地、建具枠の取付作業

　１１ / ２１～２２（火水） 技術研修センター（池袋）

  2024 １ / ２４～２５（水木） 技術研修センター（池袋）

7

8

特定化学物質

9

ｺﾝｸﾘ打設に用いる型枠支保工の組立て・解体作業

日　程　（開始９時～または８時30分～）

建築物等の鉄骨
の組立て等

高さ5m以上の鉄骨の組立て・解体の作業

18歳以上

石  綿

  １２ / ２０～２１（水木） 技術研修センター（池袋）

木造建築物
の組立て等

経験
３年以上

5

講習番号と講習名

職業訓練法人東京土建技術研修センター主催。申込は所属の支部事務所へ、受講申請書・受講料・認印・顔写真1枚(30×25㎜・パソコン講習は不要)を持参します。　※締切は１４日前（締切後
は不可）。　※遅刻厳禁。また技術研修センターには駐車場がありませんので、車での出席はお控え下さい。　※雇用保険助成金は申込前に支部へご相談ください。

ｺﾝｸﾘｰﾄ造
の工作物の解体等

つり足場、または高さ５m以上の構造の足場の組立･
解体･変更の作業

今月の講習会募集【組合員向け案内】

4

東京土建一般労働組合　技術対策部

型枠支保工
の組立て等

2023年10月

建築士定期講習専
用

住宅ﾘﾌｫｰﾑｴｷｽﾊﾟｰﾄ

管理建築士講習

(増改築相談員)

管理建築士になる方  次回次年度

◆新型コロナウイルス「三密」回避対策として定員を減らして開催します。今後の状況などによって中止になる場合がありますのでご承知おき下さい◆

　① １０ / ２４（火）技術研修センタ―（池袋）　② １１ / ２４（金）技術研修センタ―（池袋）

　③ １２ / ６（水）技術研修センタ―（池袋）　　　④ １２ / ２２（金）技術研修センタ―（池袋）

青年部員への「青年部チャレンジ助成金」を活用しましょう。講座は80％以上出席が条件。特別教育も対象(新入職者は従事者教育修了に限る)。外部講習は組合受付に限る。

３年度ごとに受講義務

他
　① １１ / ９（木） 技術研修センター（池袋）

　② 2024 ２ / ２０（火） 技術研修センター（池袋）

18

「石綿」「自由研削砥石」「丸のこ」「熱中症」特別教育４つ
セット割引コース。改修工事は石綿も必要となります

18歳以上

18歳以上

15

17

足場作業主任者
能力向上教育

常時現場で直接指揮監督する「職長」と、元請との間で仕
事の連絡・調整する「安全衛生責任者」となる方への教育。
リスクアセスメント教育も実施します

石綿が使用されている建築物等の解体・リフォームの作業
に従事する労働者は、作業前に受講が必要

可燃性ガスを使用する溶接・溶断の作業に必要

熱中症は建設現場で多く発生しており、早めの対策が必要
なことから、予防教育を行ないます

作業主任者講習修了者はおおむね５年
毎に受講が望ましいとされています

酸欠・硫化水素
特別教育

50

職長・安全衛生責任者
能力向上教育

特
別
教
育
な
ど

49

48

巻上げ機

43

新入職者教育

24

足場特別教育

フルハ－ネス
特別教育

58

19

職
長

44

14
職長・安全衛生

責任者教育
(リスクアセスメント含む)

低圧電気

20 振動工具・刈払機

　１２ / １９（火） 技術研修センター（池袋）

18歳以上

丸のこは使用頻度が高く、事故も多発し重症となる例も多
いため、正しい知識を基本から学びます

グラインダ（自由研削砥石）運転、砥石取替作業に必要

18歳以上

（☆☆☆　組合主催　☆☆☆）

　１１ / ７～８（火水） 技術研修センター（池袋）

　１１ / ６～８（月火水） 技術研修センター（池袋）

　1･2日目:技術研修ｾﾝﾀｰ(池袋),3日目:西多摩支部会館（羽村市）（青梅線小作駅近く）

高さが２ｍ以上の箇所において作業床を設けることが困難
な場合は、フルハ－ネス型を用いて行う作業に必要

振動工具（チェーンソー以外）の取扱作業者の教育と刈払
機取扱作業者の安全衛生教育を一日で実施

「自由研削砥石」「丸のこ」「熱中症」特別教育３つセットの
割引コース

18歳以上

多くの組合員に必要とされる「丸のこ」「熱中症」の２つの特
別教育を同時に取得できる、セット割引コース

18歳以上

18歳以上

18歳以上

18歳以上

電動工具で使う仮設電源の開閉器の操作に必要な教育

18歳以上

　② １１ / ２６（日） 八王子支部会館

ビルの外装清掃・のり面保護工事・屋根工事・板金工事な
どでロープを使用する作業（実技あり）

つり上げ荷重5ｔ未満の
移動式ｸﾚｰﾝ運転

  2024 １ / １７（水） 技術研修センタ－（池袋）

　１２ / ５～７（火水木） 技術研修センター（池袋）

　１２ / １２（火）　技術研修センター（池袋）

　１２ / ６～７（水木） 技術研修センター（池袋）

　１２ / ５（火） 技術研修センター（池袋）

  ① １０ / ２５～２６（水木） 技術研修センター（池袋）

  ② 2024 １ / ２５～２６（木金） 技術研修センター（池袋）

　１２ / １２（火）　技術研修センター（池袋）

　１１ / ８～９（水木） 技術研修センター（池袋）

　① １１ / ８（水） 技術研修センター（池袋）

　次回２０２４年２月予定
国の新たな指針が示され、おおむね５年
毎に受講が望ましいとされています

つり上げ荷重１ｔ以上のｸ
ﾚｰﾝ等の玉掛

18歳以上

18歳以上

18歳以上

18歳以上

暗渠・槽・ピット等、酸素欠乏症や硫化水素中毒のおそれ
のある場所での作業に必要

建
設
機
械

　新規は９時～、更新は午後２時１５分～（2023年3月未更新の方も） 2024年3月更新または2023年3月未更新者

新築・リフォ－ム経験５年以上※今年から要件変更

  2024 １ / ２５～２７（木金土） 城東職業能力開発センター（足立区綾瀬）

溶
接

お
問
合
せ
く
だ
さ
い

お問合せ
ください

　１１ / ３（金） 杉並支部会館

※2015年7月以降の経験は
特別教育修了証の添付が必要です
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新宿支部総合日程表 ※⑩は10時の意味です 【20231002】

支部のとりくみ 分会 本部・各団体、全国・全都行動などのとりくみ

10月：
5 木 執行委員会 じん肺キャラバン東京出陣行動⑫（新宿駅西口）（支部２人・１号動員）

6 金
分会配布
しんじゅくふれあいフェスタ実行委員会⑭（スポーツセン
ター）（秋山）

余丁町作戦会議⑲（川村宅）
消費税減税とインボイス中止を求める街頭宣伝⑮30（新宿西口）（支部）3人・1
号）（シニアに依頼）

7 土

大久保中間決起集会⑱30（東新宿台湾料理
東栄） 新宿区労連第35回定期大会⑩～⑯30（新宿農協会館8階）（リアル開催）（伊

藤）

8 日

9 月 新宿フードバンク⑯（土建新宿支部会館前）

10 火 近隣説明巡回行動⑭（ランドテック・秋山・角谷）
高田馬場分執＆作戦会議
大久保分執

建設アスベスト訴訟東京１陣　第５回差戻審期日行動（結審）⑬（東京高裁前）
（多摩支部5人・1号）

11 水
新宿区議会常任委員会（福祉健康）傍聴行動⑩（分会
1％）（青曽）

四谷分執＆中間決起 江戸川橋診療所70周年新築・歯科開設30周年のつどい⑭～⑯（榎町地域セン
ター）（伊藤）

12 木

落合西分執＆作戦会議
新都心分執（支部4階）
余丁町分会執

新宿木建協幹事会⑮（新宿労基署5階）（大槻）
第２回共済会理事会⑬30
第２回共済制度検討委員会⑬30

13 金
事業所訪問⑬（支部集合）（各分会1人）
ふれあいフェスタ荷物引き取り（区役所）

神楽坂分執 １０・１３「東京都福祉保健局国民健康保険課」要請行動⑩30（都庁詳細後日）
（支部1人・1号）
どけん共済会午後閉鎖（書記・職員研修）
第３回経営センター理事会⑲（WEB併用）
東京3陣第17回期日行動⑩（東京地裁前）（23区支部5人・1号）⇒中止

14 土
3分会（高田馬場・大久保・神楽坂）合同屋形
船交流会（昼） 社会保障拡充巣鴨宣伝（社保協）⑫（巣鴨駅前）（23区支部1人・1号）

15 日
第42回大新宿区まつり「ふれあいフェスタ2023」⑩～⑯
（戸山公園・スポーツセンター）

青年部ＢＢＱイベント「ＭＥＥＴ・ＭＥＡＴサミット２０２３（仮）」⑫（新宿ＢＢＱビアガー
デン　Ｈｅｌｌｏ）

16 月

17 火
支部会館一斉片付作業のため午後事務所閉鎖
青年部西部ブロック会議⑳（けんせつプラザ東京5階）

高田馬場財政＆中間決起集会
落合西財政＆作戦会議

専従役員会議
都連主催「インボイス制度にどう対応するか税金学習会」⑱（ＷＥＢ開催）
（伊藤委員長、青曽）

18 水

主任書記会議AM
人事検討小委員会⑬（角谷）
労働保険連続講座事務組合運営・年度更新⑬30（WEB併用）（実務経験の浅い
書記・職員）（秋山）
技術センター理事会

19 木
納入日
法律相談⑬30～⑯
財政部会

余丁町事業所訪問⑩（住吉コーポラス公園） 主任書記会議AM⇒変更10/18
第78回企業交渉⑩（日本教育会館）
いのちをまもる～１０・１９総行動⑫45（日比谷野外音楽堂）（支部5人・1号）
総がかり１９日行動⑱30（衆議院第２会館付近）（支部3人・2号）

20 金 法律相談⑬30～⑯⇒変更10/19

第78回企業交渉⑩（TKPガーデンシティPREMIUM秋葉原ホール３A）新宿支部
は10/20で戸田建設
第３回会計監査
アスベスト建材メーカー訴訟　第３回期日行動⑫15（東京地裁前）（多摩支部5
人・1号）
住宅の長寿命化リフォームシンポジウム⑬15～⑯（星陵会館）（WEB併用）
石綿含有建材調査者学習交流集会⑱～㉑（けんせつプラザ東京5階）

21 土
豊島・文京・新宿合同後継者青年部ボウリング大会（高
田馬場BIGBOX）

第53期「東京社保学校」　（ＷＥＢ併用）（活動費は支部負担）（地域社保協担
当、社保対部長・書記）（関口・青曽本部へ）

22 日 ことぶき会健康教室「転ばん体操」⑪～⑫
神楽坂分会住宅デー（榎木町地域センター）

23 月

しんじゅく民商土建まつり民商との実行委員会⑲（支部）
（影山・粂・共同実行委員・秋山）

常任会議
じん肺キャラバン東京結集行動⑫（三菱重工本社）（支部2人・1号）
中野区公契約条例審議会⑮（角谷）

24 火
現場宣伝⑯30～⑰30（牛込保健センター新築現場）（分
会1％）
後継者＆厚文合同部会

みんなの新宿をつくる会事務局会議⑨30（東京法律事務所）
杉並区公契約条例審議会⑩（角谷）
じん肺キャラバン請願デモ⑫（日比谷公園霞門）（支部3人・1号）

25 水
区役所ロビー相談会⑬～⑯（新宿支部）
公契約条例審議会対策会議⑱30（総連会館）（角谷）

10・25御茶ノ水駅「保険証廃止反対」宣伝行動⑫～⑬（御茶ノ水駅御茶ノ水橋
口）（支部5人・1号）
千代田区公契約条例審議会⑭（角谷）
新宿社保協宣伝⑯（高田馬場駅前）（分会1％）
総連大会（高崎市Ｇメッセ群馬）

26 木 余丁町作戦会議⑲（川村宅） 総連大会（高崎市Ｇメッセ群馬）

27 金 セミナー⑲（本部会館5階ABC予約済）
総連大会（高崎市Ｇメッセ群馬）
みんなの新宿をつくる会定例宣伝⑱（神楽坂赤城口）（分会1％）

28 土

29 日 西部ブロックPALレクレーション（山中湖ワカサギ釣り）
世田谷支部第36回運動会⑩（世田谷区立総合運動場内陸上競技場）（半澤）
第１４回横田市民交流会「映画と講演のつどい」⑩（福生市民会館）（支部5人・1
号）

30 月 しんじゅく民商土建まつり実行委員会

31 火

11月：
1 水 余丁町打ち上げ⑲（川村宅） 中執

2 木 書記局会議 書記会議

3 金 11.3憲法集会⑬45（国会南庭門前集合）（支部5人・1号）

4 土
第24回公開講座「空き家の再生に挑む～カレッジの学びを生かして何ができる
か」

5 日 しんじゅく民商土建まつり（鶴巻南公園）

国保組合健康ウォーキング2023
東京ジャック（青年部大宣伝行動：東京地評主催）⑭（原宿駅東口前歩道）
「地域の活性化で企業も労働者も元気に」交流集会」⑬30（全労連会館）（WEB
併用）（活動費無し）

6 月
2回新宿区労働報酬等審議会⑭～⑯30（区役所入札室
401）

第３回厚生文化部会
第２回厚生文化部担当書記会議⑬30

7 火 四役常任

8 水 北区公契約条例審議会⑭（北とぴあ901）（角谷）

9 木 執行委員会 第２回学習制度化委員会

2023年　（4月1日に5月31日までの行を2022年度データからコピペすること！）
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＜改正ポイント＞ 

①一側足場の使用範囲を明確化（幅 1メートル以上の場所では、二側足場の使用を義務づける） 

②足場点検の確実な実施 

・足場の点検時には、点検者をあらかじめ指名し、その者に点検を行わせることを義務づける 

・足場の点検を行ったときは、点検者氏名の記録・保存を義務づける 

～足場からの墜落防止措置が強化されました～ 
労働安全衛生規則（以下、安衛則）改正は、建設業における足場からの墜落・転落災害を防止

するため、以下 2つがポイントです。 

 

 

 

 

 

～改正の背景～ 建設業では、年間およそ 300人が労働災害で死亡 

建設業においては、労働災害件数は減少傾向にあるものの、年間およそ 300人が労働災害で死

亡しています。さらに労働災害のうち、3 割以上が「墜落・転落」が原因で亡くなっています。 

【ポイント① 2024年 4月から改正】一側足場（ひとかわあしば）の使用範囲の明確化 

2024 年 4 月 1 日以降、幅が 1 メートル以上の箇所（※）において足場を使用するときは、原

則として本足場を使用する必要があります。なお、幅が 1メートル未満の場合であっても、可能

な限り本足場を使用してください。 

つり足場の場合や、障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用す

ることが困難なときは本足場を使用しなくても差し支えありません。 

（※）足場を設ける床面において、当該足場を使用する建築物等の外面を起点としたはり間方

向の水平距離が 1メートル以上ある箇所のこと。 

【ポイント② 2023年 10月から改正】足場点検の確実な実施 

ⅰ事業者又は注文者が足場の点検を行う際に、点検者を指名しなければなりません 

●点検者の指名の方法は「書面で伝達」、「朝礼等に際し口頭で伝達」、「メール、電話等で伝達あ

らかじめ点検者の指名順を決めてその順番を伝達」等、点検者自らが点検者であるという認識を

持ち、責任を持って点検ができる方法で行います。 

●点検者は、事業者又は注文者が行う足場の組立て、一部解体又は一部変更後の点検は、❶足場

の組立て等作業主任者であって、「足場の組立て等作業主任者能力向上教育」を受講している者、

❷労働安全コンサルタント等労働安全衛生法第 88条に基づく足場の設置等の届出に係る「計画

作成参画者」に必要な資格を有する者、❸全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資

格取得講習」を受けた者、❹建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実

務研修」を受けた者等、十分な知識・経験を有する者を指名することが適切であり、「足場等の

種類別点検チェックリスト」を活用することが望ましいとされています。 

ⅱ足場の組立て等の後の点検者の氏名の記録・保存が必要になります 

事業者又は注文者が行う足場の組立て、一部解体又は一部変更の後の点検後に「ⅰ」で指名し

た点検者の氏名を記録及び保存（※）しなければなりません。 

（※）保存は「足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければなら

ない」と安衛則 567条で定め、これに違反すると「6 カ月以下の懲役または 50万円以下の罰金」

に科されます。 

【東京土建技術研修センター】足場作業主任者能力向上教育講習の日程 

［日時］12月 12日（火） ［場所］池袋・技術研修センター ［費用］8,500円 

［受講資格］足場作業主任修了者（※修了証添付必要） ［申し込み］東京土建新宿支部まで 
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ついにインボイス制度スタート… 今、それぞれの立場でポイントは？

課税事業者です。

消費税申告は？

①本則課税です

②簡易課税です

免税事業者です。
①労働者性が高いです(日給月払い等)
②請負業者(個人事業主・一人親方)です

主な取引先（顧客）は、

①消費者メインです

②事業者メインです

インボイスの事業者登録をする必要性は

低いです。

主な取引先（顧客）の年間課税売上高は、
①5000万円超です
②5000万円以下です

主な取引先（顧客）は、本則課税のた
め、インボイスの事業者登録を求め
られる可能性が高いです。
①インボイス登録事業者登録しない
②インボイス登録事業者登録する

主な取引先（顧客）は、

①本則課税です

②簡易課税です

今まで免税業者であった取引先（下請け業者）がインボイス
登録事業者にならないことを理由に、一方的な値下げや取引
の停止は、独占禁止法上や下請法上の問題になる可能性が
ありますので慎重にご対応ください。
３年間は、８０％控除（免税事業者からの仕入れに係る経過
措置）が利用できます。 インボイスの発行と保存が必要にな
ります。保存義務は、7年間です。

取引先のインボイス登録の有無は関係ありません。（みなし仕入れ率に
よって消費税の計算ができます）実質的に労働者性が高いのであれば、
外注費ではなく給与となり、社会保険料等の負担が発生します。消費
税増加分を福利厚生費と考えることも一つの方法ですが雇用化に向け
ての相談が必要になります。

インボイス事業者登録をすると消
費税を納めることになります。働き
方改革と合わせて雇用化に向けて
の相談がいよいよ必要になってき
ます。例え、すぐに雇用化できない
としても実質給与から消費税を払
う（払わせる）ことには現状、労働
者性の高い人を外注化している事
業主のリスクに加えてさらに大きな
問題が生じます。⇒労働者性は、
国交省「働き方自己診断チェックリ
スト」でご確認ください。

インボイス登録事業者になら
ないことを理由に、一方的な
値下げや取引の停止は、独
占禁止法上や下請法上の問
題になる可能性がありますの
で、丁寧な話し合いを。

インボイス事業者登録をして税務

署からインボイス事業所番号を発

行してもらい、請求書等に記載す

る必要があります。法人の場合は、

法人番号の前に「T」をつけたもの

になります。個人事業の場合は税

務署からの発行が必要ですが、数

カ月かかる状態です。

②

①はい

い

い

え

①

①

②

②

【適格請求書（インボイス）の記載項目】

①適格請求書（インボイス）発行事業者の氏名・また

は名称および登録番号

②取引年月日

③取引内容（軽減税率の対象品目である旨）

④税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜または

税込）および適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額など

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名、または名称

消費税を納め

ていますか？

【課税方法の選択】
①本則課税・・・売上と経費にかかった消費税から計算しま
す。
②簡易課税・・・届け出が必要になります。売上とみなし仕
入れ率から計算します。
③２割特例・・・2023年10月1日から2026年9月30日の3年間、
原則として2期前の課税売上高が1000万以下でインボイス
を登録した方は、売上にかかる消費税の20％が納税額に
なる特例があります。 ※事前の手続き不要
※注意事項：簡易課税を適用した場合、２年間継続される
ため、大きな設備投資の予定がある場合などは検討が必
要です。
【消費税の計算方式】
①本則課税・・・2期前の課税売上高が5000万円を超えるか、
本則課税を選択している
・売上と経費にかかった消費税から計算する
②簡易課税・・・2期前の課税売上高が5000万円以下で簡
易課税の届け出をした方
・売上とみなし仕入れ率から計算
③2割特例（2023年10月1日から2026年9月30日の3年間）
・原則として2期前の課税売上高が1000万以下で免税事
業者から課税事業者になった
・売上にかかる消費税の20％が納税額になる

【消費税額計算の例】
売上880万（うち消費税80万）
経費550万（うち消費税50万）
みなし率70％
①本則課税
80万-50万＝30万円を納税
②簡易課税
80万×70％＝56万
80万-56万＝24万円を納税
★２割特例
80万×20％＝16万円を納税
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